
議案第１号 

 

山都町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

 山都町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙の

とおり定める。 

 

  令和７年１月２２日提出 

  

                    山都町長  坂本 靖也 

 

 

（提案理由） 

令和６年人事院勧告に伴い、山都町一般職の職員の給与に関する条例及び

関係条例の一部を改正する必要があります。  

これが、この議案を提出する理由です。 

 



 

 山都町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  令和  年  月  日 

山都町長 

 

山都町条例第  号 

山都町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 山都町一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年山都町条例第４

３号）の一部を次のように改正する。 

第７条の３第１項第１号中「４１５，６００円」を「４１６，６００円」

に改める。 

第１８条第２項中「期末手当基礎額に」の次に「、６月に支給する場合に

は」を加え、「（規則で定める職員にあっては、１００分の１０２．５）」

を「、１２月に支給する場合には１００分の１２７．５」に改め、同条第３

項中「１００分の６８．７５」」の次に「と、「１００分の１２７．５」と

あるのは「１００分の７１．２５」」を加える。 

第１９条第２項第１号中「加算した額に」の次に「、６月に支給する場合

には」を加え、「（規則で定める職員にあっては、１００分の１２２．５）」

を「、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５」に改め、同項第２

号中「１００分の４８．７５」を「、６月に支給する場合には１００分の４

８．７５、１２月に支給する場合には１００分の５１．２５」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

（別表第１及び別表第２ 別葉） 

第２条 山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１８条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２２．５、１

２月に支給する場合には１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に

改め、同条第３項中「「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の６



 

８．７５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７１．２

５」」を「「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」」に改める。 

  第１９条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の１０２．

５、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５」を「１００分の１０

５」に改め、同項第２号中「、６月に支給する場合には１００分の４８．７

５、１２月に支給する場合には１００分の５１．２５」を「１００分の５０」

に改める。 

 （山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年山都町

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「１００分の１７０」と」の次に「、「１００分の１２７．

５」とあるのは「１００分の１７５」と」を加える。 

第４条 山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように

改正する。 

  第８条第２項中「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の１７０」

と、「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分の１

７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

 （町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第５条 町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例（平成１７年山

都町条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

  第５条ただし書中「１００分の１３５」を「６月に支給する場合には１０

０分の１３５、１２月に支給する場合には１００分の１４０」に改める。 

第６条 町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

  第５条ただし書中「６月に支給する場合には１００分の１３５、１２月に

支給する場合には１００分の１４０」を「１００分の１３７．５」に改める。 

附 則 

 （施行期日等） 



 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第

６条の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例（次

条において「改正後の給与条例」という。）の規定、第３条の規定による改

正後の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例（次条において「改

正後の任期付職員条例」という。）及び第５条の規定による改正後の町長、

副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例（次条において「改正後の町

長等給与条例」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

第２条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の町長等給与

条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の山都町一般職

の職員の給与に関する条例の規定、第３条の規定による改正前の山都町一般

職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第５条の規定による改正前

の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支

給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例及び

改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。 
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【第１条】山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号) 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(初任給調整手当) (初任給調整手当) 

第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号

に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係

るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るもの

にあっては、採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号
に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過し

た日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として

支給する。 

第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号

に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係

るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るもの

にあっては、採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号
に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過し

た日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として

支給する。 

(1) 医療職給料表1の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の

補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額415,60
0円 

(1) 医療職給料表1の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の

補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額416,60
0円 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

2・3 （略） 2・3 （略） 

(期末手当) (期末手当) 

第18条 （略） 第18条 （略） 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に                       100分の

122.5(規則で定める職員にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、

基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の

122.5、12月に支給する場合には100分の127.5      を乗じて得た額

に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」               
                               とする。 

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の1
27.5」とあるのは「100分の71.25」とする。 

4～6 （略） 4～6 （略） 

(勤勉手当) (勤勉手当) 

第19条 （略） 第19条 （略） 
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2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各

号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を

超えてはならない。 

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各

号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を

超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。

次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に                  
     100分の102.5(規則で定める職員にあっては、100分の122.5)を
乗じて得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。

次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合

には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5      を
乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75              
                                             を乗じて得た額

の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100
分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の

総額 

3～5 （略） 3～5 （略） 
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別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

行政職給料表 行政職給料表 

  



4/15 

  



5/15 

  



6/15 

 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

イ 医療職給料表（１） イ 医療職給料表（１） 

  



7/15 

  



8/15 

  



9/15 

 

ロ 医療職給料表（２） ロ 医療職給料表（２） 

  



10/15 

  



11/15 

  



12/15 

 

ハ 医療職給料表（３） ハ 医療職給料表（３） 

  



13/15 

 
 



14/15 

 
 



15/15 
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【第２条】山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号) 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(期末手当) (期末手当) 

第18条 （略） 第18条 （略） 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の

122.5、12月に支給する場合には100分の127.5 を乗じて得た額に、基

準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125          

                      を乗じて得た額に、基

準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の1
27.5」とあるのは「100分の71.25」とする。 

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」         

                とする。 

4～6 （略） 4～6 （略） 

(勤勉手当) (勤勉手当) 

第19条 （略） 第19条 （略） 

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各

号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を

超えてはならない。 

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各

号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を

超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。

次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。

次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105    
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には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5 を乗じて

得た額の総額 
                          を乗じて

得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100
分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の

総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50        

                      を乗じて得た額の

総額 

3～5 （略） 3～5 （略） 
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【第３条】山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年条例第18号) 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(一般給与条例の適用除外等) (一般給与条例の適用除外等) 

第8条 （略） 第8条 （略） 

2 特定任期付職員に対する一般職給与条例第2条、第17条第1項、第17
条の2第1項並びに第18条第2項及び第5項の規定の適用については、一

般職給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特

定任用付職員業績手当」と、一般職給与条例第17条第1項中「第7条の2
第1項に規定する職員」とあるのは「第7条の2第1項に規定する職員及

び山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年山都町条

例第18号)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任用付職

員」という。)」と、一般職給与条例第17条の2第1項中「規則で定める

管理又は監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める管理又は

監督の地位にある職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第18
条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と           
                                 、同条第5項中「同表以外の各給

料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を

受ける職員(特定任期付職員を含む。)」とする。 

2 特定任期付職員に対する一般職給与条例第2条、第17条第1項、第17
条の2第1項並びに第18条第2項及び第5項の規定の適用については、一

般職給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特

定任用付職員業績手当」と、一般職給与条例第17条第1項中「第7条の2
第1項に規定する職員」とあるのは「第7条の2第1項に規定する職員及

び山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年山都町条

例第18号)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任用付職

員」という。)」と、一般職給与条例第17条の2第1項中「規則で定める

管理又は監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める管理又は

監督の地位にある職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第18
条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の

127.5」とあるのは「100分の175」と、同条第5項中「同表以外の各給

料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を

受ける職員(特定任期付職員を含む。)」とする。 

3・4 （略） 3・4 （略） 
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【第４条】山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年条例第18号) 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(一般給与条例の適用除外等) (一般給与条例の適用除外等) 

第8条 （略） 第8条 （略） 

2 特定任期付職員に対する一般職給与条例第2条、第17条第1項、第17
条の2第1項並びに第18条第2項及び第5項の規定の適用については、一

般職給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特

定任用付職員業績手当」と、一般職給与条例第17条第1項中「第7条の2
第1項に規定する職員」とあるのは「第7条の2第1項に規定する職員及

び山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年山都町条

例第18号)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任用付職

員」という。)」と、一般職給与条例第17条の2第1項中「規則で定める

管理又は監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める管理又は

監督の地位にある職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第18
条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の

127.5」とあるのは「100分の175」と、同条第5項中「同表以外の各給

料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を

受ける職員(特定任期付職員を含む。)」とする。 

2 特定任期付職員に対する一般職給与条例第2条、第17条第1項、第17
条の2第1項並びに第18条第2項及び第5項の規定の適用については、一

般職給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特

定任用付職員業績手当」と、一般職給与条例第17条第1項中「第7条の2
第1項に規定する職員」とあるのは「第7条の2第1項に規定する職員及

び山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年山都町条

例第18号)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任用付職

員」という。)」と、一般職給与条例第17条の2第1項中「規則で定める

管理又は監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める管理又は

監督の地位にある職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第18
条第2項中「100分の125」                    

   とあるのは「100分の172.5」と、同条第5項中「同表以外の各給

料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を

受ける職員(特定任期付職員を含む。)」とする。 

3・4 （略） 3・4 （略） 
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【第５条】町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(平成17年条例第40号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(期末手当の額等) (期末手当の額等) 

第5条 町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

ただし、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例

第43号)第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の135    
                                                   」とし、同条

第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定に

かかわらず、100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとす

る。 

第5条 町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

ただし、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例

第43号)第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場

合には100分の135、12月に支給する場合には100分の140」とし、同条

第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定に

かかわらず、100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとす

る。 
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【第６条】町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(平成17年条例第40号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(期末手当の額等) (期末手当の額等) 

第5条 町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

ただし、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例

第43号)第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場

合には100分の135、12月に支給する場合には100分の140」とし、同条

第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定に

かかわらず、100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとす

る。 

第5条 町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

ただし、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例

第43号)第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の137.5 
                          」とし、同

条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定

にかかわらず、100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものと

する。 

 



条 改定内容 施行（適用）日

第 1 条

山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正
  ●医師の初任給調整手当の支給上限額改定
　●R6年12月支給分の期末手当、勤勉手当の率の改定（年間4.5月→4.6月）
　●別表１（一般行政職）、別表２（医療職給料表）の改定

R6.4.1

第 2 条 山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正
　●6月と12月で異なる期末手当、勤勉手当の支給率を一律に改正 R7.4.1

第 3 条
山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
　●R6年12月支給分の期末手当、勤勉手当の率の改定（年間2.35月→年間
2.4月）

R6.4.1

第 4 条 山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
　●6月と12月で異なる期末手当、勤勉手当の支給率を一律に改正 R7.4.1

第 5 条 町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正
　●R6年12月支給分の期末手当の率の改定（年間2.7月→年間2.75月） R6.4.1

第 6 条 町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正
　●6月と12月で異なる期末手当の支給率を一律に改正 R7.4.1

附則 改定内容

第１条

施行期日等
　●条例施行日＝公布日
　●第２条、第４条、第６条は令和7年４月１日
　●第１条、第３条、第５条のそれぞれ改正後の規定の施行期日は令和6年４月
１日

第２条 給与の内払い

山都町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（要旨）


